
（６）休猟区等

箇 所 30 77 － 1 －

面 積 16,669 51,766 － 2,810 －

箇 所 26 78 4 1 －

面 積 16,001 52,443 553 2,810 －

箇 所 16 80 4 1 －

面 積 11,145 54,361 553 2,810 －

箇 所 13 87 4 1 －

面 積 6,357 55,201 553 2,810 －

箇 所 15 93 4 1 －

面 積 7,707 56,065 553 2,810 －

箇 所 14 97 4 1 1

面 積 7,522 58,069 553 2,810 15,088

箇 所 － 32 － － －

面 積 － 10,203 － － －

箇 所 5 23 － － ＊ 1

面 積 2,067 10,475 － － (15,088)

箇 所 － 10 － － ＊ 1

面 積 － 2,325 － － (15,088)

箇 所 4 16 1 1 ＊ 1

面 積 3,193 31,360 370 2,810 (15,088)

箇 所 5 11 1 － －

面 積 2,262 2,434 15 － －

箇 所 － 3 1 － －

面 積 － 164 139 － －

箇 所 － 3 1 － －

面 積 － 1,108 29 － －

※は、同一銃猟禁止区域で２県民局にかかる。
＊は、同一指定猟法禁止区域で３県民局にかかる。
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